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習志野市公共施設再生基本条例（案） 

（目的） 

第１条  この条例は、習志野市（以下「市」という。）が保有する公共施設の建替え、統廃合、長

寿命化、老朽化対策改修等の計画的な取組（以下「公共施設再生」という。）について、その基本

理念及び基本的事項を定め、持続可能な行財政運営の下で、時代の変化に対応した公共サービス

が継続的に提供されることにより、誰もが住みたくなるような魅力あるまちづくりを推進するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）  公共施設 習志野市が保有する別表に定める公共建築物をいう。 

（２）  再生 公共施設の建替え、統廃合、長寿命化、老朽化対策改修等をいう。 

（３） 関係者 公共施設の管理運営、維持保全に関する活動を継続的に行う者（国及び地方公

共団体を除く。）をいう。 

（４） 事業者 公共施設再生に関する事業を行う法人その他の団体（国及び地方公共団体を除

く。）又は個人をいう。 

（５） 市民等 市民、関係者及び事業者をいう。 

 

（基本理念） 

第３条  公共施設再生は、文教住宅都市憲章の理念にのっとり、市民の生命、身体及び財産の安全

を第一義としつつ、教育、文化の向上を図り、健康で文化的な生活を実現するように実施しなけ

ればならない。 

２ 公共施設再生は、限られた資源の有効的な活用及び効率的かつ効果的な事業手法を導入し、将

来世代に過度の負担を先送りせず、公平な負担となるように取り組まなければならない。 

３ 公共施設再生に関する施策の実施に当たっては、人口減少社会の到来、経済の成熟化等、社会

経済情勢の変化を踏まえつつ、市及び市民等が互いに連携及び協働して取り組まなければならな

い。 

 

（市の責務） 

第４条  市は、基本理念にのっとり、公共施設再生に関する事業について総合的かつ計画的な取組

に努めるものとする。 

２ 市は、公共施設の現状を把握し、人口動態、財政状況等客観的なデータに基づく中長期の予測

の下で、効率的かつ効果的に公共施設再生に関する事業に取り組むものとする。 

３ 市は、公共施設再生に関する財源を確保することに努めるものとする。 

４ 市は、公共施設再生を推進するに当たっては、市民等の理解と協力を求めるとともに、公共施

設に関する情報をわかりやすく周知するものとする。  
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（市民の責務） 

第５条  市民は、より良い資産を次世代に引き継ぐことができるように、公共施設再生に関する事

業並びに公共施設の管理運営及び維持保全に関する財政負担に留意しなければならない。 

２ 市民は、基本理念にのっとり、公共施設再生に関する理解を深め、市が実施する公共施設再生

に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

  

（関係者及び事業者の責務） 

第６条  関係者及び事業者は、その事業活動において、市が推進する公共施設再生に関する整備事

業に積極的に参画し、協力するよう努めなければならない。 

２ 関係者及び事業者は、公共施設の効率的かつ効果的な管理運営及び維持保全に関し、より有効

な方法を追及するとともに、技術の向上に努めなければならない。 

 

（調査及び計画） 

第７条  市長は、公共施設再生に関する情報の一元的な調査収集及び整理を定期的に実施するとと

もに、市民に公表するものとする。 

２ 市長は、公共施設の再生に関する政策を総合的かつ計画的に推進するため、前項の調査収集及

び整理の結果等に基づき、公共施設再生に関する計画を策定するものとする。 

３ 市長は、前項の計画における事業効果を検証し、その検証結果及び人口動態、財政状況等、市

を取り巻く社会経済情勢の変化に応じて、前項の計画の見直しを行うものとする。 

 

（公共施設再生推進委員会） 

第８条  市長は、公共施設再生に関する施策を推進するため、公共施設再生推進委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、市長の諮問に応じ、公共施設再生に関する事項を調査審議する。 

３ 委員会は、委員６人以内で組織し、委員は公共施設再生に関し識見を有する者及び公募に応じ

た市民のうちから市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

（委任） 

第９条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年 月 日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に存する公共施設の再生に関する計画は、第７条第２項の規定により

策定されたものとみなす。 

 


